
 

 

主たる生計維持者とは  世帯の中で収入が最も高い方  

その方が 

株の取引による収入等は含みません。保険金や損害賠償により補填された金額は、収入

に含みます。国や都道府県から支給される各種給付金（特別定額給付金や持続化給付金）

等は事業収入等の計算に含めません。 

 

＜収入減少の場合＞ 
・減免申請時点までの給与明細書や帳簿の写しなど今年の収入減少がわかるもの 
・給与明細書の写しが添付できないときは、給与支払証明書(市様式を添付しています）をご
利用ください。減少した収入の種類が 2 つ以上ある場合はそれぞれの内容がわかるもの 

・令和３年の世帯の所得状況について、市府民税の課税情報で確認できない場合は、所得のわ
かる書類の提出をお願いすることがあります 

  

その方は左のア、イ、ウを 
すべて満たす 

減免対象となります 減免対象となりません 

はい 
いいえ 

＜失業の場合＞ 
・雇用保険受給資格者証の写し（ハローワークで雇用保険、失業給付の受給手続きの後、渡さ
れる書類）又は事業主の証明(市様式を添付しています） 

＜廃業の場合＞ 
・税務署に提出する廃業等届出書の写し、事業主の申立書（市様式を添付しています）に廃業
がわかるものを添付。 

 

 

主たる生計維持者とは  世帯の中で収入が最も高い方 
 

その方が 

          

   

   

                                     

失業・廃業の場合 



 

○離職時点で 65 歳未満で、雇用保険の特定受給資格者又は特定理由離職者の方が対象と

なります。雇用保険受給資格者証の離職理由コード(表面に記載）で確認します。 

（「雇用保険受給資格者証」の離職理由欄に、１１．１２．２１．２２．２３．３１.３２．

３３．３４のいずれかの記載がある人です。） 

○離職者本人の給与所得を 30/100 とみなし、国保税の計算や高額療養費負担限度額等の

軽減を行います。離職の翌日又は国保の資格取得日まで遡及して軽減します。 

○軽減期間は離職日の翌日の属する年度から翌年度末まで 

例）離職日が令和４年 3月 31 日～令和５年 3月 30 日の場合 

   ⇒令和４年度・令和５年度国民健康保険税を軽減 


